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※¹バリアフリー：高齢者・障害者等が社会生活をしていくうえでの物理的、社会的、制度的、心理的及び情報面での障害を
　　除去すること。
※²ユニバーサルデザイン：年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が使いやすいように工夫された用具・建造物など
　　のデザイン。
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※¹居住誘導区域：一定のエリアにおいて人口密度を維持し生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう誘導
　　すべき区域。
※²準居住誘導区域：居住誘導区域以外で、同等の利便性や拠点性を満たす箇所を市独自に設定している区域。
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※¹都市機能誘導区域：医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導・集約し、各種サービスの効率的な提供をはかる
    区域。（居住誘導区域内に設定）

59



序
　
章

第
Ｉ
章

第
Ⅱ
章

第
Ⅲ
章

第
Ⅳ
章

第
Ⅴ
章

第
Ⅵ
章

資
料
編

※¹保安林：森林法に基づき、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全、形成などの目的を達成するために指定された森林。
　　伐採・放牧・土石採掘などが制限される。
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※¹非線引き都市計画区域：市街化区域及び市街化調整区域が指定されていない都市計画区域。
※²地区計画：計画的な市街地形成や土地利用を誘導するため、一定の区域を対象として道路や公園等の配置、建物の用途
    や形態等についてルールを定める制度。 
※³都市的未利用地：市街地で、住宅地や商業地、工業地等の都市的土地利用がされていない土地。
※4市街地開発事業：道路、公園、下水道などの公共施設を一体的に面的整備をすることで、良好な市街地環境を形成し、都
 　 市機能の更新を図る事業で、土地区画整理事業、市街地再開発事業等がある。
※5地域地区：都市計画における土地利用に関する指定制度で、建物の用途を定める「用途地域」、防災等のために建物構造
    等を制限する「防火地域、準防火地域」等、全部で21種類。
※6白地地域：都市計画区域および準都市計画区域内で、「用途地域」の定められていない地域のこと。
※7風致地区：都市における風致（水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観）を維持するために定
　  められる地域地区。建築物の建築（建ぺい率、高さ等）、宅地の造成、木竹の伐採等の行為が規制される。
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※¹空家・空地バンク制度：市内の空家・空地を有効活用し、良好な住環境の確保や定住化の促進による地域の活性化を図り、
    生活環境の保全を推進するための制度。
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※¹緊急輸送道路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重
    要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路。
※²スマートIC：ETC専用のインターチェンジ。
※3ゲートウェイ：玄関口。道の駅かさまでは、「笠間のゲートウェイ（玄関口）」をコンセプトとして掲げている。
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※¹狭あい道路:車のすれ違いが困難な、交通に支障のある狭い道路。 
※²道路里親制度:地域住民や市民団体がボランティアで身近な道路の美化活動を行う制度。
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※¹新たなモビリティサービス:「ＭaaＳ（マース：Ｍobility as a Ｓervice ）」と呼ばれる、スマートフォンのアプリ等を活用し、
　  地域住民や旅行者の移動ニーズに応じて、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを組み合わせて検索、予約、決済ま
 　 でを一括して行うサービス。令和3年度現在、国等において実証実験などの取り組みが行われている。

66



序
　
章

第
Ｉ
章

第
Ⅱ
章

第
Ⅲ
章

第
Ⅳ
章

第
Ⅴ
章

第
Ⅵ
章

資
料
編

67



序
　
章

第
Ｉ
章

第
Ⅱ
章

第
Ⅲ
章

第
Ⅳ
章

第
Ⅴ
章

第
Ⅵ
章

資
料
編

※¹広域公園：主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを目的とする公園。
※²都市基幹公園：都市住民全般の利用に供することを目的とした公園で、総合公園・運動公園等がある。
※³住区基幹公園：主として徒歩圏内(住区)に居住する者の利用に供することを目的とした公園で、街区公園・近隣公園・
    地区公園等がある。
※4オープンスペース：都市または敷地内で、建造物の建っていない場所。
※5ポケットパーク：道路整備や交差点の改良によって生まれたスペースに、ベンチを置くなどして作った小さな公園。
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※¹パークPFI：飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益
    を活用しその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修を一体的に行う事業者
    を､公募により選定する制度。
※²グリーンパートナー制度：公園の安全かつ快適な利用と、市民の自主的な活動の推進を図ることを目的として、公園の美
　　化・維持管理等を行う地域団体等に対して助成をする制度。
※³指定管理者制度：地方自治体の「公の施設」の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることを可能と
　　する制度。
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※2農業集落排水施設：農業集落におけるし尿や生活雑排水等の汚水、又は雨水を処理する施設。

※¹ストックマネジメント：下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図るため、明確な目標を定め、膨大な施設
　　の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。
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※¹防火地域・準防火地域：都市計画法により，都市防災上の観点から建物の構造に制限を定める地域。
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※¹公民連携事業：自治体と民間事業者等が連携して公共サービスの提供を行う仕組み。手法として、PFI方式、指定管理者
    制度、公設民営（DBO）方式、包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシングなどがある。
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※¹交流人口：通勤や通学、観光、レジャーなどで一時的に地域と交流する人のこと。
※²関係人口：移住や観光でもなく、帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な形で
　　関わる人のこと。 
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